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 骨太方針から読む
 医療保険制度の持続可能性
 「骨太方針２０１８」からみえる日本の社会保障

　　 「骨太方針２０１８」による健保組合への影響について
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ば
こ
の
規
制
に
関
す
る
世

界
保
健
機
関
枠
組
条
約
」
は

2
0
0
5
年
に
発
効
し
、わ
が
国
も
20

年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
控
え
、職

場
や
飲
食
店
な
ど
の
公
共
の
場
所
に

お
け
る
た
ば
こ
の
煙
か
ら
の
保
護
、た

ば
こ
包
装
へ
の
喫
煙
に
よ
る
健
康
警

告
表
示
な
ど
、喫
煙
規
制
の
強
化
が
課

題
と
な
っ
て
い
る
。

　

わ
が
国
の
紙
巻
き
た
ば
こ
の
販

売
数
量
の
ピ
ー
ク
は
、1
9
9
6
年

度
の
3
4
8
3
億
本
で
、
そ
の
後
減

少
傾
向
に
あ
り
、2
0
1
6
年
度
は

1
6
8
0
億
本
と
な
っ
て
い
る（
前
年

度
比
8
・
3
％
減
）。日
本
人
の
喫
煙
率

は
、男
性
30
・
2
％
、女
性
8
・
2
％
で
計

18
・
3
％（
16
年
）と
減
少
し
た
が
、30
〜

50
歳
代
男
性
の
な
お
4
割
は
習
慣
的

に
喫
煙
し
て
い
る
。

　

喫
煙
に
よ
る
経
済
的
影
響
は
、医
療

費
支
出
な
ど
負
の
影
響
と
、た
ば
こ
関

連
産
業
の
雇
用
創
出
・
収
益
・
た
ば
こ

税
収
な
ど
の
正
の
影
響
と
い
う
双
方

の
観
点
か
ら
み
る
必
要
が
あ
る
。た
ば

こ
税
は
、10
年
10
月
に
、1
本
当
た
り

3
・
5
円
に
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
、

16
年
度
の
税
収
は
2
・
1
兆
円
と
な
っ

て
い
る
。他
方
、負
の
影
響
は
、医
療
経

済
研
究
機
構
の
試
算
で
、
損
失
額
は

4
・
33
兆
円（
05
年
。喫
煙
に
起
因
す
る

疾
患
の
医
療
費
な
ど
健
康
関
連
費
用

1
・
77
兆
円
、火
災
や
清
掃
な
ど
施
設
環

境
面
費
用
1
9
0
0
億
円
、被
用
者
の

喫
煙
関
連
疾
患
で
の
入
院
・
死
亡
や
火

災
等
に
よ
る
生
産
性
損
失
2
・
40
兆
円
）

と
巨
額
で
あ
る
。喫
煙
対
策
や
禁
煙
介

入
は
、余
命
延
長
・
た
ば
こ
関
連
疾
患

の
死
亡
減
少
を
可
能
と
し
、Q
O
L
向

上
な
ど
健
康
ア
ウ
ト
カ
ム
へ
の
影
響

は
大
き
い
。と
く
に
、子
ど
も
や
患
者

な
ど
は
受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
影
響

が
大
き
い
こ
と
か
ら
、「
望
ま
な
い
受

動
喫
煙
」に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

よ
う
特
段
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

　

本
年
7
月
、審
議
難
航
の
末
、喫
煙

者
が
一
定
程
度
い
る
現
状
、飲
食
店
等

の
中
小
事
業
者
の
経
営
へ
の
影
響
に

配
慮
し
た「
健
康
増
進
法
」の
改
正
法

が
よ
う
や
く
成
立
し
、20
年
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ま
で
に

段
階
的
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
改
正
に
よ
り
、「
望
ま
な
い
受

動
喫
煙
」に
よ
る
健
康
被
害
の
防
止
の

観
点
か
ら
、多
数
の
者
が
利
用
す
る
施

設
の
類
型
・
場
所
に
応
じ
て
、喫
煙
の

禁
止
、喫
煙
禁
止
の
掲
示
、喫
煙
場
所

の
特
定
な
ど
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。そ

の
際
、既
存
の
飲
食
店
の
う
ち
小
規
模

事
業
者（
資
本
金
5
0
0
0
万
円
以
下
、

客
席
面
積
1
0
0
㎡
以
下
）に
つ
い
て

は
、事
業
継
続
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ

う
規
制
緩
和
・
猶
予
措
置
が
講
じ
ら
れ
、

ま
た
、受
動
喫
煙
対
策
と
し
て
一
定
の

基
準
を
満
た
す
喫
煙
専
用
室
等
を
整

備
す
る
際
の
費
用
に
つ
い
て
助
成
、税

制
上
の
優
遇
措
置
が
行
わ
れ
る
こ
と

と
さ
れ
た
。

　

1
9
7
0
年
の
公
害
国
会
で「
公
害

と
経
済
の
健
全
な
発
展
と
の
調
和
」条

項
が
削
除
さ
れ
た
が
、今
回
の
受
動
喫

煙
規
制
は「
健
康
と
経
済
と
の
調
和
」

条
項
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
も
な
り
、

誠
に
遺
憾
で
あ
る
。

　

健
保
組
合
は
、事
業
主
・
労
働
組
合

等
と
協
調
し
、
健
康
経
営
の
観
点
に

立
っ
て
被
保
険
者
な
ど
の
禁
煙
対
策

の
強
化
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、た
ば

こ
の
保
険
財
政
へ
の
影
響
に
つ
い
て

検
討
を
深
め
、た
ば
こ
税
の
使
途
の
見

直
し
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

「
た

喫煙による健康被害と
受動喫煙対策

134

視 

点




